
令和６年１１月２２日 

総合政策局バリアフリー政策課 
 

国土交通省は「ジェンダー主流化※」の取組を始めます！ 

「若手・中堅女性職員による懇談会」と「地方運輸局長による座談会」を初開催！ 
※「ジェンダー主流化」とは、社会的・文化的な性差（ジェンダー）の平等実現を目的として、男女で

異なる課題やニーズを踏まえて、あらゆる政策や事業などを立案・実行していくことを指します。 

近年、諸外国を中心に「ジェンダー平等」の観点からの議論や施策の見直しが活発化して
いる一方で、日本は世界経済フォーラム発表による「ジェンダー・ギャップ指数 2024」に
おいて 146 か国中 118 位と低位にとどまるなど、その取組が十分とは言えない状況になっ
ています。 

こうした状況を踏まえ、国土交通分野においても、共生社会実現の一環として、社会気運
の醸成を図りつつ、行政やサービスの提供側における「ジェンダー主流化」を進めるととも
に、サービスを提供する従業員や経営幹部における女性比率を高める取組を強化することと
しました。 

その第一歩として、まずはジェンダー主流化に関するアイデア・取組について意見交換を
行うため、以下の懇談会・座談会を開催します。 

記 

１．若手・中堅女性職員による懇談会 

ジェンダー平等の観点から改善を図るべき国土交通分野の政策や事業について、女性目線
の自由なアイデアを集めるため、本省の女性職員による懇談会を開催します。 

（１）日時：令和６年 11 月 27 日（水) 12：00～13：00 
（２）場所：中央合同庁舎３号館４階幹部コーナー会議室１（千代田区霞が関 2-1-3） 
（３）議題：１）大臣挨拶 

２）懇談会の設置趣旨について 
３）意見交換 

（４）その他 
○会議については非公開、カメラ撮りについては議題１までとします。 
○取材ご希望の方は、令和６年 11 月 26 日（火）15 時までに、以下のフォームから登

録ください（取材は対面のみとしております。）。 
  【登録フォーム URL】https://forms.office.com/r/Lvd5EHpsNc 
○会議の開催状況については、国土交通省のホームページに掲載していきます。 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000355.html 
 
２．地方運輸局長による座談会 

交通分野の事業者等で活躍されている女性の方々から、女性の顧客の満足度を高めるサー
ビスや工夫、女性従業員の採用、幹部への登用を促進する取組等についてご意見をいただく
ため、地方運輸局長による座談会を順次開催していきます。 

準備が整い次第、各地方運輸局から順次発表します。 
・中部運輸局：12 月 12 日（木）開催 

 
 

国土交通省は、共生社会実現の一環として、行政やサービスを提供する側が男女の異なる
ニーズを理解して政策やサービスに反映していく「ジェンダー主流化」の取組を始めます。 

＜お問い合わせ先＞ 
総合政策局バリアフリー政策課 新倉、塙、峯田 
ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 25-504、24-215、25-517） 

03-5253-8305（直通） 
 メール：hqt-sousei-barrierfree★gxb.mlit.go.jp 

（「★」を「＠」に置き換えてご送付願います。） 


